
奈
良
県
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
四
十
号

奈
良
県
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
現
在
も
な
お
部
落
差
別
が
存
在
す
る
と
と
も
に
、
情
報
化
の
進
展
に
伴
っ
て

部
落
差
別
に
関
す
る
状
況
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
全
て
の
国
民
に
基
本
的
人
権
の

享
有
を
保
障
す
る
日
本
国
憲
法
及
び
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法

律
第
百
九
号
）
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
部
落
差
別
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
こ

れ
を
解
消
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
部
落
差
別
の
解
消
に
関
し
、
基
本
理
念

を
定
め
、
県
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
及
び
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
計
画
の
策
定
等
に

つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
部
落
差
別
の
解
消
を
推
進
し
、
も
っ
て
部
落
差
別
の
な
い
社
会
を
実

現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
理
念
）

第
二
条

部
落
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策
は
、
全
て
の
県
民
が
等
し
く
基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
か

け
が
え
の
な
い
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
部
落
差
別
を
解
消

す
る
必
要
性
に
対
す
る
県
民
一
人
一
人
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
人
を

包
摂
し
、
及
び
人
に
優
し
い
社
会
の
実
現
を
基
本
理
念
と
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
三
条

県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
部
落
差
別
の
解
消
に
関
し
、
国
及
び
市
町
村
と
の

適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
国
及
び
市
町
村
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
部
落
差
別
の
解
消
に
関
す

る
施
策
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。

（
基
本
計
画
）

第
四
条

知
事
は
、
部
落
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「

基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
基
づ
く
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。

一

部
落
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二

部
落
差
別
の
解
消
に
関
し
、
県
が
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

３

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
奈
良
県
人
権
施
策
協
議
会
の



意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
調
査
の
実
施
）

第
五
条

県
は
、
部
落
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策
の
実
施
及
び
前
条
の
基
本
計
画
策
定
の
た
め
、
必

要
に
応
じ
て
、
部
落
差
別
の
実
態
に
係
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
前
項
の
調
査
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
調
査
に
よ
り
新
た
な
差
別
が
生
じ
な
い

よ
う
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
談
体
制
の
充
実
）

第
六
条

県
は
、
部
落
差
別
に
関
す
る
相
談
に
的
確
に
応
ず
る
た
め
の
体
制
の
充
実
を
図
る
も
の
と
す

る
。

（
教
育
及
び
啓
発
）

第
七
条

県
は
、
部
落
差
別
を
解
消
す
る
た
め
、
必
要
な
教
育
及
び
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
推
進
体
制
の
充
実
）

第
八
条

県
は
、
国
及
び
市
町
村
と
連
携
し
、
部
落
差
別
の
解
消
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
体
制
の

充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
九
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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